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１ 施設の配置に関する計画等 

１-１ 施設の設置者の氏名及び住所 

─   (   )  

─ ─   6 6 3  

 

１-２ 施設の設置場所 

  1 8 25  

─   ( 4 12 β)  

β │⁸ 1 ⁹ 

 

１-３ 施設において処理する資源物の種類 

ⱪꜝ☻♅♇◒↔╖⁸Ɑ♇♩Ⱳ♩ꜟ⁸ ⅝ ⁸┘╪⁸ ⁸∕─ ╖ ⅎ╩ ℮╙─

↔╖⁸☻ⱪ꜠כ ⁸ ↔╖  

 
 

１-４ 施設の構造及び設備 

│⁸  ─≤⅔╡≢№╢⁹ 
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１-５ 車両計画 

⌐⅔↑╢ ─ │⁸ №√╡ 55 ╩ ⇔≡™╢⁹ 

─ ⁸│♩כꜟ ─≤⅔╡≢№╢⁹ ─ ⁸│♩כꜟ

─ 136 ╩ ⇔≡ ╩ ℮⁹ 

 

  
【凡例】 

車両走行ルート           計画地 
「地理院地図（電子国土 Web）」より作成 

 ♩כꜟ 

１-６ 公害防止対策 

─ │⁸ ⌐╟╢ ┘ ─ ╩ ≤⇔⁸

⌐╟╢ ─⌂™╙─⌐≈™≡│⁸ ⌂ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ ─

┘ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡⁸ ┼─ ╩ ⅎ╢↓≤≤⇔⁸ ─

╩ ╡⁸ ⌂ ≤∆╢↓≤╩ ∆⁹ 

 

１-６-１ 大気汚染対策 

ה ∂╪⅜ ∆╢ ⌐│⁸ ∂╪ Ᵽ◓ⱨ▫ꜟ♃ ╩ ⇔⁸ ∂╪─ ╩

∆╢⁹ 

ה ─ ⌐╟╡⁸ ─ ╩ ⌂ ⌐ ≈⁹  

ה │ ∆╢⁹ 

 

１-６-２ 騒音・振動対策 

ה ♃▬ⱪ─ ⁸ ╩ ⁸ ∆╢⁹ 

ה ╩ ⇔≡ ꜠ⱬꜟ─ ╩ ╢⁹  

ה ⌂ ⅜ ╠╣╢╟℮ ─№╢ ╩ ∆╢⁹  

ה ─ ≤⌂╢ ⅜№╢ ⁸ ⅜ 80dB ⅎ╢≤ ↕╣╢

⁸ ⌐≈™≡│⁸ ╩ ⇔√ ╩ ↑≡∕─ ⌐ ⇔⁸ ⌐

∆╢ ─ ⌐ ╘╢⁹ 

ה ⌐ ≠™√ ⌂ ╩ ∆╢⁹  

ה ╩ ↕∑╢ ≤ ─ ⌐ ╩ ↑╢⁹  

ה ≤ ╩ ↕∑╢ ≤│∕╣∙╣ ↕∑╢⁹ 
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１-６-３ 臭気・揮発性有機化合物（VOC）対策 

ה ─ ⁸ ─ ⌂≥ ⌂ ה ╩∆╢⁹ 

ה ┘ ╩ ⌐ ⇔≡⁸ ┼─ ─ ⌐╙ ⇔

√ ≤∆╢⁹ 

ה ─ ╩ ≈≤≤╙⌐⁸ ─ ╩ ∆╢↓≤≢⁸ ─ ╩

╟╡╙ ↄ⇔⁸ ╛ VOC─ ┼─ ╛ ╩ ∆╢⁹ 

 

１-７ 公害防止目標 

│⁸ 30 ⌐ ⇔√

╩ ⇔≡™╢⁹⌂⅔⁸ ⌐≈™≡ ╩ ⌐ ∆╢ ≢№╢⅜⁸

│ ≢№╢↓≤⅛╠⁸ 1 ⌐ ∆╢ ─ ╩ ↑╢╙─

≤∆╢⁹ 

 

⌐⅔↑╢ ∂╪ ─ │⁸ ┘ ─ ≤ ╩

∆╢ ⌐ ∆╢ ⁸₈ ₉≤™℮⁹ ─↔╖ ─ ⌐⅔↑

╢┌™∂╪ ⌐ ∂╢╙─≤⇔√⁹ ─ │⁸

─ ∂╪ ⌐ ∂╢╙─≤⇔√⁹ ∂╪─ │⁸ ─≤⅔╡≢№╢⁹ 

 ∂╪─  

項 目 目 標 値 備 考※1※2 

排 気 口 出 口 粉 じ ん 濃 度 0.04g/m3N 以下 

排出口から大気中に排出

されるばいじん量

0.04g/m3N 

作 業 環 境 評 価 基 準 2mg/m3N 未満 
第１種粉じん許容濃度

2mg/m3N 
※１：大気汚染防止法及び環境確保条例 

※２：日本作業衛生学会（平成 28 年５月 25 日）：許容濃度等の勧告（2016 年度） 

 

ה ─ │⁸ ─ ⌐ ≠ↄ ╩ ∆╢↓≤⌐

ⅎ⁸╟╡ ⌐ ∆╢√╘⁸ ⌐ ≠ↄ ≤ ─ ╩

⇔√⁹ ה ─ │⁸ ─≤⅔╡≢№╢⁹ 

ה  ─  

項 目 時 間 区 分 目 標 値 備 考※3※4※5 

騒 音 

朝（６～８時） 45dB 

「騒音規制法」の第２種区域の

規制値 

昼間（８～19 時） 50dB 

夕（19～23 時） 45dB 

夜間（23～翌６時） 45dB 

振 動 
昼間（８～19 時） 60dB 「振動規制法」の第１種区域の

規制値 夜間（19～翌８時） 55dB 
※３：「騒音規制法」（昭和 43 年６月、法律第 98 号）：特定工場等に係る騒音の敷地境界上の規制基準 

※４：「振動規制法」（昭和 51 年６月、法律第 64 号）：特定工場等に係る振動の敷地境界上の規制基準 

※５：図書館敷地の周囲 50ｍの区域内に計画地があるため基準値から 5 減じた値が適用される。 

 

ⱪꜝfi♩ │⁸ ⌐ ⇔≡ ⌐ ⇔√ ⌐ ⌐ ∆╢⁹

│⁸ ⁸ ⌐ ╘╢ ≤∆╢⁹ 
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─ │⁸ ─ ⁸ ─ ⌂≥ ⌂ ה ╩ ∂

≡ ⇔⁸ ┘ ─ ╩ ≢⅝╢╙─≤∆╢⁹ ─

│⁸ ─≤⅔╡≢№╢⁹ 

 ─ β6 

敷地 

境界 

煙突等気体排出口 

排出水 

排出口の実高さが 15m 未満 排出口の実高さが 15m 以上 

排出口の口

径が 0.6m

未満 

排出口の口

径が 0.6m

以上 0.9m

未満 

排出口の口

径が 0.9m

以上 

排出口の実高

さが周辺最大

建物高さの

2.5 倍未満 

排出口の実高

さが周辺最大

建物高さの

2.5 倍以上 

臭気 

指数 

10 

臭気指数 

31 

臭気指数 

25 

臭気指数 

22 
qt

※7=275×H0
2※8 qt=357/Fmax

※9 

臭気 

指数 

26 
※６：「悪臭防止法」（昭和 46 年６月、法律第 91 号）：臭気の規制基準（第１種区域） 

※７：qt；排出ガスの臭気排出強度（m3N/分） 

※８：Ho
2；排出口の実高さ H0（m）の二乗 

β Fmax ⌐ ∆╢ ─ ⌐⅔↑╢ /m3N  

 

２ 生活環境影響調査項目の選定 

２-１ 選定した項目 

│⁸₈ ₉ ꜟ◒▬◘ꜞה

⁸ 18 ⌐⅔↑╢₈ ה ₉⌐ ∆╢ ≤

╩ ⌐⁸ ╩ ⇔ ⇔√⁹ ≤

│ ─≤⅔╡≢№╢⁹ 

≢│ ─ ≢₈ủ₉ ┘₈ừ₉≤⇔√ ⌐≈™≡ ╩ ℮ 
 

 ≤  

調査事項 
生活環境影響要因 

 
生活環境影響調査項目 

施設排水 

の排出 
施設の稼動 

施設からの 

悪臭の漏洩 

廃棄物運搬 

車両の走行 

大
気
環
境 

大気質 

粉じん  ○   

二酸化窒素(NO2)    ○ 

浮遊粒子状物質(SPM)    ○ 

総揮発性有機化合物・揮発性有機化合

物(VOC) 
 ●   

騒音 騒音レベル  ○  ○ 

振動 振動レベル  ○  ○ 

悪臭 
特定悪臭物質濃度 

または臭気指数(臭気濃度) 
  ○  

水
環
境 

水質 

生物化学的酸素要求量(BOD) 

または化学的酸素要求量(COD) 
×    

浮遊物質量(SS) ×    

その他必要な項目 ×    

○ ：廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の標準項目のうち、生活環境影響調査を行う項目 

● ：廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の標準項目ではないが、生活環境影響調査を行う項目 

× ：廃棄物処理施設生活環境影響調査指針の標準項目のうち、生活環境影響調査を行わない項目 

空欄：「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」において、標準的な例として選択されないもの 
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３ 生活環境影響調査地点と項目等について 

３-１ 現況把握調査にあたって 

│⁸ ─ ─ ⌐ ∆╢⁹ │⁸ ⅜⌂™

≢ ℮═⅝≢№╢⅜⁸ ≢│ ≢№╢√╘⁸ ⌂ ╡ ⌐ ∆╢

╩ ⇔√ ≢ ╩ ⇔√⁹ 

 

３-２ 大気質 

３-２-１ 施設の稼働による影響 

（１）調査対象地域 
 

 
【凡例】 

一般環境大気質、気象（気温、湿度）       計画地 

・粉じん、化学物質、VOC  

気象（風向、風速） 
「地理院地図（電子国土 Web）」より作成 

 ( ה╪∂ הVOCה )  

 

（２）現況調査の概要 

 ─ ( ∂╪)  

調査地点 計画地 １地点 

調査期間 令和 3 年 4 月 21 日(水)～4 月 27 日(火)【春季】 

調査項目 浮遊粉じん 

調査方法 JIS Z8814「ローボリュームエアサンプラ」に掲げる方法 

調査条件 現施設の建築物や稼働による影響が少ない地点に設置 
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 ─ ( ה (VOC))  

調査地点 計画地 １地点 

調査期間 

令和 2 年 10 月 20 日(火)～10 月 26 日(月)【秋季】 

令和 3 年 2 月 2 日(火)～2 月 8 日(月)【冬季】 

令和 3 年 4 月 21 日(水)～4 月 27 日(火)【春季】 

令和 3 年 7 月 13 日(火)～7 月 19 日(月)【夏季】 

調査項目 
総揮発性有機化合物・揮発性有機化合物(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロ

エチレン、エチレン、ジクロロメタン) 

調査方法 

JIS A 1965「室内及び試験チャンバー内空気中 揮発性有機化合物の Tenax TA®吸着剤

を用いた ポンプサンプリング、加熱脱離及び MS 又は MS-FID を用いたガスクロマトグ

ラフィーによる定量」に掲げる方法 

「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」に準じた方法（キャニスター採取・ガスクロマ

トグラフ質量分析法） 

調査条件 現施設の建築物や稼働による影響が少ない地点に設置 

 

 ─ ( )  

調査地点 計画地 １地点 

調査期間 

令和 2 年 10 月 20 日(火)【秋季】 

令和 3 年 2 月２日(火)【冬季】 

令和 3 年 4 月 21 日(水)【春季】 

令和 3 年 7 月 13 日(火)【夏季】 

調査項目 

化学物質①(塩化メチル（クロロメタン）、1,3-ブタジエン、トルエン、キシレン、エチルベ

ンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン) 

化学物質②ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド 

化学物質③フタル酸ジエチル、フタル酸ジ-n ブチル、アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル、フ

タル酸ジ-2-エチルヘキシル 

調査方法 

化学物質①「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」に準じた方法（キャニスター採取・ガ

スクロマトグラフ質量分析法） 

化学物質②「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」に準じた方法（固相捕集・高速液体ク

ロマトグラフ法） 

化学物質③「化学物質分析法開発調査報告書（平成７年度）」に準じた方法（ろ紙捕集・ガ

スクロマトグラフ質量分析法） 

調査条件 現施設の建築物や稼働による影響が少ない地点に設置 

 

 ─ ( )  

調査地点 計画地 １地点 

調査期間 

令和 2 年 10 月 20 日(火)～10 月 26 日(月)【秋季】 

令和 3 年 2 月 2 日(火)～2 月 8 日(月)【冬季】 

令和 3 年 4 月 21 日(水)～4 月 27 日(火)【春季】 

令和 3 年 7 月 13 日(火)～7 月 19 日(月)【夏季】 

調査項目 風向、風速、気温、湿度 

調査方法 「地上気象観測指針(平成 14 年 気象庁編)」に定められた方法 

調査条件 現施設の建築物や稼働による影響が少ない地点に設置 
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３-２-２ 廃棄物運搬車両の走行による影響 

 

（１）調査対象地域 

 
【凡例】 

沿道大気質、道路交通騒音・振動、交通量     計画地 

・二酸化窒素（NO2） 

・浮遊粒子状物質（SPM） 

道路交通騒音・振動、交通量 

₈ Web₉╟╡  

ה   

 

（２）現況把握調査の概要 

 ─ ( (NOϒ) )  

調査地点 廃棄物運搬車両の走行経路上の 1 地点 

調査期間 令和 3 年 2 月 2 日(火)～2 月 8 日(月)【冬季】 

調査項目 二酸化窒素(NO2) 

調査方法 
「大気の汚染に係る環境基準について」（環境省告示）、「二酸化窒素に係る環境基準につ

いて」（環境省告示）に掲げる方法 

調査条件 現施設の建築物や稼働による影響が少ない地点に設置 

 

 ─ ( (SPM))  

調査地点 廃棄物運搬車両の走行経路上の２地点 

調査期間 令和 3 年 2 月 2 日(火)～2 月 8 日(月)【冬季】 

調査項目 浮遊粒子状物質 

調査方法 「大気の汚染に係る環境基準について」（環境省告示）に掲げる方法 

調査条件 現施設の建築物や稼働による影響が少ない地点に設置 

 

 ─ ( )  

調査地点 廃棄物運搬車両の走行経路上の２地点 

調査期間 令和 2 年 10 月 21 日(水)～10 月 22 日 (木)【秋季】 

調査項目 時間帯別車種別交通量 

調査方法 ハンドカウンターを用いて、車種別に自動車台数を時間帯ごとに集計する方法 

調査条件 廃棄物運搬車両の走行ルート上に設定 

 

 

 

 

 

 

No.1 

No.2 
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３-３ 騒音 

 

（１）調査対象地域 

 
【凡例】 

環境騒音             計画地 
「地理院地図（電子国土 Web）」より作成 

 ( )  

 

（２）現況把握調査の概要 

 ─ ( )  

調査地点 計画地の敷地境界上４地点 

調査期間 令和 2 年 10 月 25 日 (日)【秋季】1 回 ６～22 時 

調査項目 環境騒音(A 特性の Leq、L50、L5、L95) 

調査方法 JIS Z 8731「環境騒音の表示・測定方法」に掲げる方法 

調査条件 現施設の稼動による影響を考慮し、施設が稼動していない日を調査日に設定 
  

W N

S

E
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３-４ 振動 

 

（１）調査対象地域 

 
【凡例】 

環境振動             計画地 
「地理院地図（電子国土 Web）」より作成 

 ( )  ₈ Web ₉╟╡  

 

（２）現況把握調査の概要 

 ─ ( )  

調査地点 計画地の敷地境界 ４地点 

調査期間 令和 2 年 10 月 25 日 (日)【秋季】1 回 ６～22 時 

調査項目 振動レベル(L10、L50、L90) 

調査方法 JIS Z 8735「振動レベル測定方法」に掲げる方法 

調査条件 現施設の稼動による影響を考慮し、施設が稼動していない日を調査日に設定 
 

 ─ ( )  

調査地点 廃棄物運搬車両の走行ルート上の２地点 

調査期間 令和 2 年 10 月 21 日 (水)【秋季】1 回 ６～22 時 

調査項目 振動レベル(Z 軸方向)の測定(L10、L50、L90) 

調査方法 JIS Z 8735「振動レベル測定方法」 

調査条件 廃棄物運搬車両の走行ルート上に設定 

 

 

 

 

W N

S

E
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３-５ 悪臭 

 

（１）調査対象地域 

 
【凡例】 

悪臭             計画地 
「地理院地図（電子国土 Web）」より作成 

 ( )  

 

（２）現況把握調査の概要 

 ─ ( )  

調査地点 計画地の敷地境界 調査当日の風下１地点、風上１地点 

調査期間 令和 3 年 7 月 19 日(月) 

調査項目 悪臭（臭気指数） 

調査方法 
「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」(平成7年９月環境庁告示第 63号)に
準じる方法 
※調査時に簡易気象観測を実施 
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４ 総合的な評価 

４-１ 現況把握調査の結果の整理 

─ │ ─≤⅔╡≢№╢⁹ 

 

 ─  

 

  

区分 調査項目 調査結果 
基準値等 

〇：適合、×：不適合 

大

気

質 

現

況

把

握

調

査 

環

境

大

気

質 

粉じん 

・計画地内 

調査期間の最高値： 

0.033mg/m3 

〇 
空気環境の基準 

0.15 ㎎/ 以下 

総揮発性有機化合物 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：75μg/m3 

冬季：55μg/m3 

春季：20μg/m3 

夏季：187μg/m3 

〇 
室内濃度指針値 

400μg/m3 

揮

発

性

有

機

化

合

物 

ジクロロメタン 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：15μg/m3未満 

冬季：15μg/m3未満 

春季：15μg/m3未満 

夏季：15μg/m3未満 

〇 
 

1 年平均値で 

150μg/m3以下 

テトラクロロエチレン 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：20μg/m3未満 

冬季：20μg/m3未満 

春季：20μg/m3未満 

夏季：20μg/m3未満 

〇 
 

1 年平均値で 

200μg/m3以下 

トリクロロエチレン 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：13μg/m3未満 

冬季：13μg/m3未満 

春季：13μg/m3未満 

夏季：13μg/m3未満 

〇 
 

1 年平均値で 

130μg/m3以下 

ベンゼン 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：0.8μg/m3 

冬季：1.6μg/m3 

春季：0.7μg/m3 

夏季：0.6μg/m3 

〇 
 

1 年平均値で 

3μg/m3以下 
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 ─  

区分 調査項目 調査結果 
基準値等 

〇：適合、×：不適合 

大

気

質 

現

況

把

握

調

査 

環

境

大

気

質 

化

学

物

質

① 

フタル酸ジエチル 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：0.1μg/m3未満 

冬季：0.1μg/m3未満 

春季：0.1μg/m3未満 

夏季：0.1μg/m3未満 

－ － 

フタル酸ジ-2-エチル

ヘキシル 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：0.2μg/m3 

冬季：0.1μg/m3未満 

春季：0.1μg/m3未満 

夏季：0.1μg/m3未満 

〇 
室内濃度指針値 

100μg/m3 

フタル酸ジ-n-ブチル 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：0.6μg/m3 

冬季：0.1μg/m3未満 

春季：0.1μg/m3未満 

夏季：0.1μg/m3未満 

〇 
室内濃度指針値 

17μg/m3 

アジピン酸ジ-2-エチ

ルヘキシル 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：0.1μg/m3未満 

冬季：0.1μg/m3未満 

春季：0.1μg/m3未満 

夏季：0.1μg/m3未満 

－ － 

化

学

物

質

② 

アセトアルデヒド 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：1.7μg/m3  

冬季：2.0μg/m3  

春季：0.5μg/m3未満 

夏季：1.6μg/m3  

〇 
室内濃度指針値 

48μg/m3 

ホルムアルデヒド 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：1.6μg/m3  

冬季：2.4μg/m3 

春季：0.8μg/m3未満 

夏季：3.0μg/m3  

〇 
室内濃度指針値 

100μg/m3 

化

学

物

質

③ 

塩化メチル 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：1.3μg/m3  

冬季：1.3μg/m3 

春季：1.4μg/m3 

夏季：1.2μg/m3 

－ － 

トルエン 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：8.9μg/m3 

冬季：4.9μg/m3 

春季：4.4μg/m3 

夏季：5.7μg/m3 

〇 
室内濃度指針値 

260μg/m3 

1,3-ブタジエン 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：0.25μg/m3未満 

冬季：0.25μg/m3未満 

春季：0.25μg/m3未満 

夏季：0.25μg/m3未満 

〇 
健康リスクの低減を

図るための指針 

2.5μg/m3 
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 ─  

 

区分 調査項目 調査結果 
基準値等 

〇：適合、×：不適合 

大

気

質 

現

況

把

握

調

査 

環

境

大

気

質 

化

学

物

質

③ 

エチルベンゼン 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：1.9μg/m3 

冬季：1.2μg/m3 

春季：0.9μg/m3 

夏季：1.1μg/m3 

〇 
室内濃度指針値 

3800μg/m3 

キシレン 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：1.4μg/m3 

冬季：1.6μg/m3 

春季：1.0μg/m3 

夏季：1.3μg/m3 

〇 
室内濃度指針値 

200μg/m3 

p-ジクロロベンゼン 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：0.9μg/m3 

冬季：0.7μg/m3 

春季：1.0μg/m3 

夏季：2.5μg/m3 

〇 
室内濃度指針値 

240μg/m3 

スチレン 

・計画地内 

調査期間の最高値 

秋季：0.2μg/m3 

冬季：0.1μg/m3未満 

春季：0.1μg/m3未満 

夏季：0.1μg/m3 

〇 
室内濃度指針値 

220μg/m3 

地

上

気

象 

風向 

・計画地内 

秋季：NNW（頻度 48.2％） 

冬季：NNW（頻度 34.5％） 

春季：N（頻度 36.3％） 

夏季：S（頻度 17.9％） 

－ － 

風速 

・計画地内 

秋季：1.4m/s 

冬季：1.6m/s 

春季：2.3m/s 

夏季：1.3 m/s 

－ － 

気温 

・計画地内 

秋季：15.9℃ 

冬季：6.7℃ 

春季：15.2℃ 

夏季：27.1℃ 

－ － 

湿度 

・計画地内 

秋季：67％ 冬季：51％ 

春季：40％ 夏季：70％ 

－ － 

沿

道

大

気

質 

二酸化窒素 

（NO2） 

・走行ルート沿道 

期間平均値：0.018ppm 

日平均値の最高値： 

0.029ppm 

1 時間値の最高値： 

0.066ppm 

〇 

短期的評価 

（1時間値の1日平均値

が 0.04ppm か ら

0.06ppm のゾーン内、

又はそれ以下） 

 

浮遊粒子状物質 

（SPM） 

・走行ルート沿道 

期間平均値：0.010mg/m3 

日平均値の最高値： 

0.020mg/m3 

1 時間値の最高値： 

0.043mg/m3 

〇 

短期的評価 

（1 時間値の 1 日平均値が

0.10 mg/m3以下、かつ 1

時間値が 0.20 mg/m3 以

下） 
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 ─  

区分 調査項目 調査結果 
基準値等 

〇：適合、×：不適合 

大

気

質 

現

況

把

握

調

査 

 

交通量 
断面 

交通量 

・走行ルート沿道(24 時間交通量) 

断面交通量：大型車 906 台 

小型車 5,291 台 

二輪車 468 台 

－ － 

騒

音 

環境騒音 
騒音レベル 

（LA5） 

・N 敷地境界北側（6～19 時） 

朝：46dB、昼：49dB 

・E 敷地境界東側（6～19 時） 

朝：48dB、昼：50dB 

・S 敷地境界南側（6～19 時） 

朝：44dB、昼：46dB 

・W 敷地境界西側（6～19 時） 

朝：47dB、昼：49dB 

× 

【北側、西側】 

朝：40dB 以下 

昼間：45dB 以下 

【東側、南側】 

朝：45dB 以下 

昼間：50dB 以下 

沿道騒音 
騒音レベル 

（LAeq） 

・走行ルート沿道 

No.１（6～22 時）：62dB 

No.２（6～22 時）：63dB 

〇 昼間：65dB 以下 

振

動 

環境振動 
振動レベル 

（L10） 

・N 敷地境界北側（８～19 時） 

昼間：25dB 

・E 敷地境界東側（８～19 時） 

昼間：26dB 

・S 敷地境界南側（８～19 時） 

昼間：26dB 

・W 敷地境界西側（８～19 時） 

昼間：26dB 

〇 

【北側、西側】 

昼間：55dB 

【東側、南側】 

昼間：60dB 

沿道振動 
振動レベル 

（L10） 

・走行ルート沿道 No.１（８～19 時） 

昼間：46dB 

・走行ルート沿道 No.２（８～19 時） 

昼間：47dB 

〇 昼間：65dB 

地盤卓越振動数 

・走行ルート沿道 No.１ 

14.3Hz 

・走行ルート沿道 No.２ 

14.3Hz 

－ － 

悪

臭 
臭気指数 

・計画地 

風上 臭気指数：10 未満 

風下 臭気指数：10 未満 

〇 臭気指数：10 以下 
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４-２ 予測及び影響の分析結果の整理 

┘ ─ │ ─≤⅔╡≢№╢⁹ 

 

 ┘ ─  

項目 予測地点 予測項目 予測結果 

環境保全目標 

〇：適 合 

×：不適合 

大

気

質 

施設の稼働 計画地 

粉じん 

粉じんが発生する箇所には、集じ

ん機（バグフィルタ）を設置し、

粉じんを発生させる機器は極力建

物内に設置することで外部への粉

じんの飛散を防ぐ。以上のことか

ら現状を著しく悪化させるもので

はないと予測する。 

現状を著しく悪化

させないこと。 
〇 

総 揮 発 性

有機化合物 

・ 揮 発 性

有機化合物

（VOC） 

総揮発性有機化合物、揮発性有機

化合物及び化学物質は、VOC 系

脱臭装置及び VOC 系除去装置に

より濃度の低減を図る。また、建

屋内の空気を吸引することで、建

屋内の気圧を外部よりも低くし、

外部への漏洩を防止する。以上の

ことから現状を著しく悪化させる

ものではないと予測する。 

現状を著しく悪化

させないこと。 
〇 

廃棄物運搬

車両の走行 

廃棄物運搬

車両の走行

ルート 

二酸化窒素 

（NO2） 

年平均値：0.011ppm 

日 平 均 値 （ 98% 値 ）：

0.024ppm 

0.06ppm 以下 〇 

浮遊粒子状

物質 

（SPM） 

年平均値：0.014mg/m3 

日 平 均 値 （ 2 ％ 除 外 値 ）：

0.037mg/m3 

0.10 ㎎/ 以下 〇 

騒

音 

施設の稼働 
計画地の 

敷地境界 

騒音レベル 

（LA5） 

・N 敷地境界北側：51dB 

・E 敷地境界東側：51dB 

・S 敷地境界南側：49dB 

・W 敷地境界西側：51dB 

現況を著しく悪化

させないこと。 
〇 

廃棄物運搬

車両の走行 

廃棄物運搬

車両の走行

ルート 

騒音レベル 

（LAeq） 

・No.1：62dB 

・No.2：63dB 昼間 65dB 以下 〇 

振

動 

施設の稼働 
計画地の 

敷地境界 

振動レベル 

（L10） 

・N 敷地境界北側：49dB 

・E 敷地境界東側：39dB 

・S 敷地境界南側：53dB 

・W 敷地境界西側：48dB 

55dB 以下 〇 

廃棄物運搬

車両の走行 

廃棄物運搬

車両の走行

ルート 

振動レベル 

（L10） 

・No.1：46dB 

・No.2：49dB 65dB 以下 〇 

悪

臭 

施設からの

漏洩 

計画地の 

敷地境界 
臭気指数 

プラットホームの出入り口にはオ

ーバースライダーに加え、エアカ

ーテンを設置し、外部への漏洩を

最小限にする。また、建屋内で発

生した臭気は脱臭装置にて処理を

行うので、既存施設と比較しても

現状を悪化させることはないと予

測する。 

臭気指数 10 以下 〇 
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５ 施設の設置、維持管理に関する計画に反映した事項及びその内容 

─ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔√ ─ │ ─≤⅔╡≢№╢⁹ 

 

  

項目 環境保全措置：施設の設置に関する計画 

大気質 

・粉じんが発生する箇所には、集じん機（バグフィルタ）を設置し、粉じ

んの飛散を防止する。 

・VOC 除去装置を設置し、VOC を吸着したのち放出する。 

・日常点検等の実施により、設備の作動を良好な状態に保つ。  
・場内は適宜清掃する。 

・廃棄物運搬車両は、運転する際に必要以上の暖機運転（アイドリング）をし

ないよう、運転手への指導を徹底する。また、急発進、急加速を避け、場内

は徐行とする。 

・廃棄物運搬車両は、車両の点検整備を徹底する。 

騒音・振動 

・極力、低騒音型の機器を用いる。 

・騒音が大きい設備には別室を設ける。 

・吸音材の施工等により、極力外部に騒音が漏れないようにする。 

・極力、低振動型の機器を用いる。 
・振動が大きい機器は、独立基礎とし、防振ゴム等により振動の伝搬が発生し

にくい構造とする。 

・廃棄物運搬車両は、運転する際に必要以上の暖機運転（アイドリング）をし

ないよう、運転手への指導を徹底する。また、急発進、急加速を避け、場内

は徐行とする。 

・廃棄物運搬車両は、車両の点検整備を徹底する。 

悪臭 

・建屋内の空気は脱臭装置で処理した後、放出する。 

・日常点検を実施し、設備の作動を良好な状態に保つ。 

・プラットホームの出入り口にオーバースライダー及びエアカーテンを設置

し、悪臭による影響を防止する。また、オーバースライダーを車両の出入り

後は速やかに閉じ、車両の出入りの際の外気への漏洩を最小限にする。 

 

６ 総括 

≤⇔≡ ⇔√ ⁸ ⁸ ⁸ ─ ┘ ─ ⌐

≈™≡│⁸ ⌐ ∆≤⅔╡⁸∆═≡─ ⌐≈™≡ ╩ ⇔≡™√⁹ 

╕√⁸ ⌐ ∆ ╩ ⌐ ∆╢↓≤≢⁸ ─ ⌐ ℮ ┼

─ │ ⌐ ה ↕╣╢⁹ ─↓≤⅛╠⁸ ─ ⅜ ─ ⌐

╩ ╓↕⌂™╙─≤ ≢⅝╢⁹ 

 


